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代 氏名 在職期間

初 妹 尾 只 夫 ０ 年 ７ 月 昭和２３年　３月　７日～昭和２３年　９月３０日

2 亀 山 助 一 郎 ５ 年 ７ 月 昭和２４年　１月２５日～昭和２９年　８月３１日

3 寺 山 定 一 ５ 年 １ 月 昭和２９年　９月　１日～昭和３４年　９月１８日

4 井 上 秀 夫 ２ 年 ０ 月 昭和３４年　９月１９日～昭和３６年　９月３０日

5 岡 田 好 太 郎 ４ 年 ６ 月 昭和３６年１０月　１日～昭和４１年　４月　１日

6 寺 山 定 一 ３ 年 ０ 月 昭和４１年　４月　１日～昭和４４年　４月　１日

7 岡 田 八 郎 ２ 年 ０ 月 昭和４４年　４月　１日～昭和４６年　４月　１日

8 八 津 川 康 一 １ 年 ５ 月 昭和４６年　４月　１日～昭和４７年　８月２３日

9 植 田 寛 ２ 年 ５ 月 昭和４８年　６月　４日～昭和５０年１０月３１日

10 水 戸 川 一 彦 ４ 年 ０ 月 昭和５０年１１月　１日～昭和５４年１０月３１日

11 高 孝 義 ３ 年 ５ 月 昭和５４年１１月　１日～昭和５８年　３月３１日

12 宮 本 清 ２ 年 ０ 月 昭和５８年　４月　１日～昭和６０年　３月３１日

13 作 田 利 夫 ２ 年 ０ 月 昭和６０年　４月　１日～昭和６２年　３月３１日

14 丸 山 行 男 ２ 年 ０ 月 昭和６２年　４月　１日～平成 元年　３月３１日

15 島 田 操 ２ 年 ０ 月 平成 元年　４月　１日～平成　３年　３月３１日

16 黒 瀬 常 彦 ２ 年 ０ 月 平成　３年　４月　１日～平成　５年　３月３１日

17 村 上 弘 ２ 年 ０ 月 平成　５年　４月　１日～平成　７年　３月３１日

18 丸 山 年 昭 ３ 年 ０ 月 平成　７年　４月　１日～平成１０年　３月３１日

19 岡 本 紀 ３ 年 ０ 月 平成１０年　４月　１日～平成１３年　３月３１日

20 岡 本 英 明 ４ 年 ０ 月 平成１３年　４月　１日～平成１７年　３月３１日

在職年数

 歴代消防長
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代 氏名 在職期間

21 森 上 孝 司 ３ 年 ０ 月 平成１７年　４月　１日～平成２０年　３月３１日

22 尼 子 忠 邦 ２ 年 ０ 月 平成２０年　４月　１日～平成２２年　３月３１日

23 神 原 冨 士 雄 ３ 年 ０ 月 平成２２年　４月　１日～平成２５年　３月３１日

24 溝 川 貢 ３ 年 ０ 月 平成２５年　４月　１日～平成２８年　３月３１日

25 石 井 浩 一 ２ 年 ０ 月 平成２８年　４月　１日～平成３０年　３月３１日

26 井 上 建 次 ２ 年 ０ 月 平成３０年　４月　１日～令和　２年　３月３１日

27 岡 本 光 功 ２ 年 ０ 月 令和　２年　４月　１日～令和　４年　３月３１日

28 前 川 洋 平 １ 年 ０ 月 令和　４年　４月　１日～令和　５年　３月３１日

29 坂 本 勉 年 月 令和　５年　４月　１日～

 　次長　井上　秀夫　 消 防 長 代 理

 　助役　村上　一男　消防長事務取扱

 　次長　小田原光男　消防長職務代理

在職年数

 ※平成１８年１月１０日尾道市消防局設置に伴い、消防局長となる。

    昭和２３年１０月　１日～昭和２４年　１月２４日　

    昭和４７年　８月２４日～昭和４８年　３月３１日　

    昭和４８年　４月　１日～昭和４８年　６月  ３日  
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消 防 局 の 事 務 分 掌 

○ 総 務 課 

(総務係) 
(1) 組織に関すること。 

(2) 規程等の制定、改廃及び審査に関すること。 

(3) 公印の管守に関すること。 

(4) 文書物件収受、発送及び整理保存に関すること。 

(5) 儀式及び消防表彰に関すること。 

(6) 消防統計に関すること。 

(7) 消防長会事務に関すること。 

(8) 職員の人事に関すること。 

(9) 職員の給与及び諸手当に関すること。 

(10) 職員の階級、任免、分限、懲戒、服務及び表彰に関すること。 

(11) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 

(12) 消防職員委員会に関すること。 

(13) 職員の教養、研修に関すること。 

(14) 職員の公務災害補償に関すること。 

(15) 職員の福利厚生に関すること。 

   (16) 市町村職員共済組合に関すること。 

(17) 職員の互助会等に関すること。 

(18) 職員の出張に関すること。 

(19) 庁舎等の管理取締りに関すること。 

(20) 警戒線通行証の交付に関すること。  

(21) 企画に関すること。 

(22) 施設等整備計画に関すること。  

(23)  予算及び決算に関すること。 

(24) 収入及び支出命令に関すること。 

(25) 財産の取得及び処分の手続並びに財産の管理に関すること。 

(26) 備品の管理に関すること。  

(27) 物品の購入及び修繕に関すること。  

(28) 物品の検収に関すること。 

(29) 職員の給与品及び貸与品に関すること。 

(30)  職員の衛生管理に関すること。 

(31)  消防車両等の燃料に関すること。   

(32) その他財政に関すること。  

(33) 尾道市・三原市消防通信指令事務協議会に関すること。 

(34) その他他課の所管に属さない事務に関すること。 

(35) 局及び課の庶務に関すること。 

 

○警 防 課 

(警防第一係 警防第二係) 
(1)  局指揮隊に関すること。 

(2)  警防計画等の総合的企画立案及び調整に関すること。 

  (3) 消防訓練に関すること。 

(4) 安全管理に関すること。 

(5) 火災防ぎょ及び火災調査等に係る装備に関すること。 

(6) 火災防ぎょ及び火災調査等に係る調査研究に関すること。 

(7) 火災調査等及び報告並びに開示に関すること。 

(8) 火災等の統計及び情報に関すること。 

(9) り災証明に関すること。 

(10) 緊急消防援助隊及び相互応援協定に関すること。 

(11) 消防車両等機械器具の整備計画及び保守管理に関すること。 

(12) 消防車両等の事故処理及び損害保険に関すること。 
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(13) 安全運転管理に関すること。 

(14) 開発行為に関すること。 

(15) その他警防に関すること。 

(16) 課の庶務に関すること。 

(救急救助係) 
(1) 救急救助計画の策定及び指導に関すること。 

(2) 救急救助の統計及び情報に関すること。 

(3) 救急救助技術に係る調査研究に関すること。 

(4) 救急救助資器材に係る装備に関すること。 

(5) 救急救助の証明及び開示に関すること。 

(6) 救急救助訓練に関すること。 

(7) 応急手当の普及啓発に関すること。 

(8) 応急手当指導員等の講習に関すること。 

(9) 医療機関等との調整に関すること。 

(10) メディカルコントロール協議会に関すること。 

(11) その他救急救助に関すること。 

(消防係) 
(1)  消防団員の任免、服務、表彰その他身分に関すること。 

(2)  消防団員の報酬等の支給に関すること。 

(3)  消防団員の被服等の貸与に関すること。 

(4)  消防団員等の公務災害に関すること。 

(5)  消防団員の教養訓練及び安全管理に関すること。 

(6)  消防団の施設及び機器の管理に関すること。 

(7)  非常備消防費の予算及び決算に関すること。 

(8)  非常備消防費の収入及び支出命令に関すること。 

(9) 消防水利に関すること。 

(10) 自主防災組織の育成指導に関すること。 

(11) 公印の管守に関すること。 

(12) その他消防団に関すること。  

  

○予 防 課 
(予防係) 

(1) 建築同意事務に関すること。 

(2) 消防用設備等の基準の指導及び検査に関すること。 

(3) 消防用設備等の基準の特例に関すること。 

(4) 消防用設備等の設置に伴う届出に関すること。 

(5) その他消防用設備等に関すること。 

(6) 尾道市火災予防条例（平成１７年条例第２７２号。以下「火災予防条例」という。）に規定

する防火対象物及び火を使用する設備等の届出に関すること。 

(7) 尾道幼少年女性防火委員会に関すること。 

(8) 防火対象物及び危険物施設等の火災予防査察及び火災、流出事故等の調査並びに違反処理

の指導に関すること。 

(9) 火薬貯蔵施設、液化石油ガス及び高圧ガス施設等の災害発生防止等査察及び火災、漏洩事

故等の調査に関すること。 

(10) 消防設備士、消防設備点検資格者及び危険物取扱者に関すること。  

(11) 消防用設備等点検結果報告の統括に関すること。  

(12) 防火管理及び防災管理の指導並びに届出に関すること。  

(13) 火災予防及び防火指導に関すること。  

(14) 防火委員に関すること。  

(15) 防災センターの運営及び指導に関すること。  

(16) 防火対象物実態調査、危険物規制事務調査及び火薬類許可等に関する統計事務並びに報告 

に関すること。 

(17) その他予防に関すること。 
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(18) 課の庶務に関すること。 

 (危険物係) 

(1) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。 

(2) 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）及び火薬類取締法（昭和２５年法律第１４ 

９号）に伴う許認可及び検査に関すること。    

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）

の指導及び届出並びに意見書及び統計事務に関すること。 

(4) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる

おそれのある物質の届出に関すること。 

(5) 火災予防条例に規定する少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱いの指導並びに届出に関す

ること。 

(6) 危険物取扱者の講習に関すること。 

(7) 尾道防火協会に関すること。 

(8) その他危険物及び高圧ガス等に関すること。 

 

○通 信 指 令 課 

   (通信指令第一係  通信指令第二係） 
(1) 通信指令業務に関すること。 

(2) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。 

(3) 災害情報の収集及び消防活動の情報支援に関すること。 

(4) 気象情報の収集及び伝達に関すること。 

(5) 火災警報の発令及び解除に関すること。 

(6) 高機能消防指令システムの情報管理に関すること。 

(7) 高機能消防指令システム等の整備保全に関すること。 

(8) 救急医療情報等に関すること。 

(9) 職員等の非常招集に関すること。 

(10) 通信指令に係る統計及び情報に関すること。 

(11) 尾道市火災予防規則（平成１７年規則第１７３号）第２９条ただし書の規定による届出の

処理及び保管に関すること。 

(12) 尾道市・三原市消防指令センターに関すること。 

(13) その他通信指令に関すること。 

(14) 課の庶務に関すること。 
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消 防 署 の 事 務 分 掌 

 

(庶務係) 
(1) 職員の服務、研修及び教育訓練に関すること。 

(2) 文書の収発及び簿冊等の管理に関すること。 

(3) 職員の勤務、休暇及び諸手当等の総括管理に関すること。 

(4) 職員の福利厚生に関すること。 

(5) 庁舎及び備品等の保守管理に関すること。 

(6) 公印等の管守に関すること。 

(7) 署の庶務、警防関係の調査報告及び統計の総括に関すること。 

(8) 火災予防条例（平成１７年条例第２７２号）関係（第８７条）届出書の収発及び審査に関すること。 

(9) 消防協力者の表彰上申に関すること。 

(10) その他他の係に属さない事務に関すること。 

(予防・査察係) 
(1) 防火思想の普及及び防火管理の指導に係る署内の総合調整に関すること。 

(2) 予防査察に係る署内の総合調整に関すること。 

(3) 火災の原因及び損害の調査並びに報告の総括に関すること。 

(4) 危険物の規制に関すること。 

(5) 建築同意事務に関すること。 

(6) 消防用設備等の検査に関すること。 

(7) 防火対象物の消防用設備等の維持管理及び消防訓練等の総括に関すること。 

(8) 火災予防及び防火指導等に係る署内の総合調整に関すること。 

(9) 査察台帳の区分及び年間査察実施計画並びに査察に関すること。 

(10) 予防統計（火災統計を含む。）の総括に関すること。 

(11) 予防関係文書（防火指導等を含む。）の収発及び審査の総括に関すること。 

(12) 火災予防条例関係（第８５条、第８６条、第８９条）届出書の収発及び審査の総括に関すること。 

(13) その他予防事務に関すること。 

(警防第一係・警防第二係) 
(1) 水・火災その他災害の警戒及び防ぎょ並びに傷病者の救助及び救急に関すること。 

(2) 警防調査及び消防訓練等に関すること。 

(3) 救助・救急業務等の研修及び教育訓練に関すること。 

(4) 消防訓練計画の樹立及び実施に関すること。 

(5) 火災予防条例関係（第８５条、第８６条、第８７条、第８９条）届出書の収発及び審査に関するこ

と。 

(6) 防火思想の普及及び防火管理の指導に関すること。 

(7) 査察台帳の管理に関すること。 

(8) 消防用設備等の検査の補助に関すること。 

(9) 応急手当の普及啓発に関すること。 

(10) 風水害等の調査報告に関すること。 

(11) 救急統計及び出動統計に関すること。 

(12) 係の職員の勤務、休暇及び諸手当等に関すること。 

(13) 係の庶務、警防、予防関係等の調査報告及び統計に関すること。 

(14) 防火対象物の消防用設備等の維持管理及び消防訓練等に関すること。 

(15) 予防関係文書（防火指導等を含む。）の収発及び審査に関すること。 

(16) 消防訓練場及び機械器具等の管理及び点検に関すること。 

(17) 火災の原因及び損害の調査並びに報告の実施に関すること。 

(18) 係の防火及び救急指導並びに予防査察の実施に関すること。 

(19) 消防協力者の調査及び報告に関すること。 

(20) 消防水利の保全及び点検に関すること。 

(21) その他管内の消防事務に関すること。  

(分署及び出張所) 
    分署及び出張所の事務分掌は、上記各係の事務分掌に基づいて行うものとする。 



尾道市消防局管轄図 
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御調分署 

尾道 JCT 

北出張所 

尾道市消防局 

尾道消防署 

防災センター 

尾道西消防署 

因島消防署 

瀬戸田分署 

向島分署 
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消防庁舎等現況                                       令和６年４月１日現在 

署 所 名 所 在 地 構 造 

 

敷地面積 

(㎡) 

 

建築面積 

(㎡) 

 

延 面 積 

(㎡) 

尾道消防防災

セ ン タ ー 

尾道市消防局 

尾道消防署 

尾道市東尾道１８番地２ 

〒７２２－００５１ 

℡０８４８（５５）９１２０ 

ＣＦＴ一部鉄骨造 

７階建 

 

6,000.00 

 

2,247.36 

 

5,674.47 

向 島 分 署 

尾道市向島町５９３１番地 

〒７２２－００７３ 

℡０８４８（４４）７１１９ 

鉄骨造 

２階建 

 

2,147.63 

 

582.32 

 

944.21 

御 調 分 署 

尾道市御調町大田２６番地１ 

〒７２２－０３４２ 

℡０８４８（７６）３１１９ 

鉄筋コンクリート造 

２階建 

 

924.76 

 

346.31 

 

607.36 

北 出 張 所 

尾道市美ノ郷町白江５０７番地１ 

〒７２２－０２１３ 

℡０８４８（４８）６１１９ 

鉄筋コンクリート造 

２階建 

 

978.4１ 

 

346.31 

 

607.36 

尾 道 西 

消 防 署 

尾道市新浜一丁目５番３号 

〒７２２－００１４ 

℡０８４８（２２）０１１９ 

ＣＦＴ一部鉄骨造    

４階建 

 

1,475.11 

 

852.95 

 

1,740.73 

因島消防署 

尾道市因島中庄町１３４７番地１ 

〒７２２－２２１１ 

℡０８４５（２４）０１１９ 

鉄骨造 

３階建 
１,394.65 546.11 1,360.90 

瀬戸田分署 

尾道市瀬戸田町鹿田原１番地２９ 

〒７２２－２４１４ 

℡０８４５（２７）４１１９ 

鉄筋コンクリート造 

２階建一部３階 
3,333.34 638.36 1,065.63 

 



通信施設等の現況
設置数

119番受付回線 16   固定　12　携帯　4

    7
(7)

局線（加入回線） 2    ５６－１２２５

専用線 5    

転送回線 2    送信１、受信１

    8
(3)

録音装置 1    情報収集録音装置

非常用指令装置 1    非常用補助台

指令制御装置 1    
電源装置 1    

    7
(7)

自動出動指令装置 1    
指令伝送装置 1    
地図等検索装置 1    
車両運用 1    
無線統制台 1    
消防防災無線設備 1    
消防防災通信指令装置 1    
市街地監視システム装置 1    
行政LANシステム設備 1    
発信地表示システム装置 1    
一般加入電話 7    
庁内専用電話 128  
庁外専用電話 1    

一般加入電話 6    

有･無線切替内蔵型 1    通信指令課

電話機内蔵型 11   

1    
固定局 4    

3    
1    

11   可搬型(４）、卓上型（７）

91   
56   
11   
40   
56   
11   
40   
56   
11   
40   
51   
56   
51   

広島県防災行政無線(固定局） 1    識別信号「防災尾道消防」

指令回線
尾道消防署、向島分署、御調分署、
北出張所、尾道西消防署、因島消防署
瀬戸田分署　( )は三原市消防本部署所数

活動波１、２、３、４　主運用波
統制波１、２、３
（ ）は三原市消防本部数

無線回線

令和６年４月１日現在 

施設名等 備考

指令装置

NEFAST

電子指令装置

（自治省Ⅱ型）
尾道警察署、NEXCO西日本、本四高速、
三原警察、広島空港

電子交換機

ひかり電話

内線電話

広島県防災無線装置へ接続

尾道消防署、向島分署、御調分署
北出張所、尾道西消防署、因島消防署
瀬戸田分署　( )は三原市消防本部署所数

署所端末装置

向島分署、御調分署、北出張所
尾道西消防署、因島消防署、瀬戸田分署

ファクシ
ミリ装置

尾道市消防局、通信指令課、尾道消防署
向島分署、御調分署、北出張所
尾道西消防署、因島消防署、瀬戸田分署

消防情報テレホンサービス(尾道市消防局） ０５７０－０７０－１１９

7.5G 消防局、高見山、竜王山、宇根山　

基地局
２０W

携　帯 １W デジタル携帯（４０）署活アナログ携帯（５１）

可搬型 ５W

車載

デジタル携帯

高見山、竜王山、宇根山

１０W 天狗山

車　載 ５W 56   

１５０MHｚ帯
アナログ携帯 ４００MHｚ帯

車載

デジタル携帯
車載 活動波１、２、３、４

活動波１、２、３、４

可搬型 

可搬型 

可搬型 

統制波

主運用波

車載

無線通信
施設

デジタル携帯
アナログ携帯

統制波１、２、３

防災相互波

活動波

署活動波１、２

活動波１、２、３、４

主運用波１、２、３、４、５、６、７

陸上移動局
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消防相互応援等協定締結状況

区　　　　分 協　　　　　定　　　　　先 締　結　年　月　日

　広島県内の市町村及び消防組合 　昭和６２年１０月　１日　

　広島県内高速道路関係市町及び消防組合 　平成　５年１０月２６日

　越智郡上島町 　平成　８年　４月　１日

　西瀬戸自動車道関係消防本部 　平成１１年　４月　１日

　広島市 　平成　２年　３月　７日

　広島県 　平成　８年　７月１１日

　尾道海上保安部 　昭和５０年　３月１０日

　横浜ゴム株式会社尾道工場 　昭和５０年　６月　７日

　本州四国連絡高速道路株式会社 　昭和５８年１１月３０日

　広島ガス株式会社 　昭和６３年１０月　１日

　三原市消防本部 　平成２０年　３月１５日

　福山地区消防組合 　平成２０年　５月３０日

　歌戸運航株式会社 　平成２１年　３月２７日

　備後商船株式会社 　平成２８年　４月２７日

　尾道地区生コンクリート協同組合 　平成３１年　３月　６日

相 互 応 援 協 定

航空消防応援協定

業　務　協　定

- 21 -



 歳　出 (単位　千円）

目
常 備 消 防 費

非常備消防費

消 防 施 設 費

消 防 費

歳　　　出　　　合　　　計 2,753,297 2,748,208 5,089

補償補填及び賠償金 0 0 0
公 課 費 235 312 △ 77

備 品 購 入 費 226,310 188,400 37,910
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 44,613 37,183 7,430

原 材 料 費 250 250 0
公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

委 託 料 27,200 32,800 △ 5,600

工 事 請 負 費 140,000 122,000 18,000

役 務 費 374 1,011 △ 637

旅 費 76 85 △ 9
需 用 費 22,190 34,800 △ 12,610

公 課 費 1,850 2,464 △ 614
461,248 417,391 43,857

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 42,188 42,182 6
補償補填及び賠償金 0 5 △ 5

原 材 料 費 150 150 0
備 品 購 入 費 5,000 5,000 0

委 託 料 54 54 0
使 用 料 及 び 賃 借 料 4,303 4,250 53

需 用 費 42,425 42,525 △ 100
役 務 費 2,420 2,655 △ 235

旅 費 51,650 55,980 △ 4,330
交 際 費 50 50 0

恩 給 及 び 退 職 年 金 0 0 0
報 償 費 22,079 57,092 △ 35,013

報 酬 64,581 64,581 0
災 害 補 償 費 900 1,000 △ 100

公 課 費 1,078 1,254 △ 176
237,650 277,988 △ 40,338

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 62,665 63,697 △ 1,032
補償補填及び賠償金 0 5 △ 5

使 用 料 及 び 賃 借 料 8,133 7,960 173
備 品 購 入 費 360 800 △ 440

役 務 費 23,553 23,550 3
委 託 料 93,339 92,885 454

交 際 費 0 0 0
需 用 費 93,942 102,476 △ 8,534

報 償 費 141 140 1
旅 費 6,341 8,396 △ 2,055

共 済 費 293,823 293,218 605
賃 金 0 0 0

給 料 845,214 840,540 4,674
職 員 手 当 等 616,089 610,453 5,636

比　　　較
2,054,399 2,052,829 1,570

報 酬 9,721 7,455 2,266

使 用 料 及 び 賃 借 料 0 550 △ 550

令和５・６年度当初予算比較

款 節 令和６年度 令和５年度
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消防予算と決算の比較

令和２年度 2,868,358 2,914,513

令和３年度 2,686,502 2,659,928

令和４年度 2,603,191 2,585,184

令和５年度 2,748,208 2,721,503

令和６年度 2,753,297 ―

消防予算の比較

一般会計予算額 消防費予算額

（A） （B）

令和５年度 59,180,000 2,748,208

令和６年度 64,210,000 2,753,297

消防関係予算と人口・世帯数との比較 令和６年４月１日現在人口･世帯

令和５年度 2,748,208,000

令和６年度 2,753,297,000

（B）

比率　　―　（％）

（A）

4.6

4.3

21,613 42,960

（単位　円）

21,252 42,904

　　　　       種別

年度別
当初予算額 最終予算額 決　算　額

　　　　　     種別
年度別

　　　　　     種別

年度別

    ―    

予　算　額 １人当たり平均 １世帯当たり平均

（単位　千円）

2,763,867

（単位　千円）

2,605,198

2,671,646

2,531,713
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総

数

消

防

正

監

消

防

監

消

防

司

令

長

消

防

司

令

消

防

司

令

補

消

防

士

長

消

防

副

士

長

消

防

士

事

務

職

員

再
任
用
消
防
職
員

202  1      2      5      30    67    60    9      26    1      1（15）

36    1      1      3      11    12    7      -      -      1      （10）

1      1      

1      1      

6      1      2      2      1      
10    1      4      4      1      （3）

9      1      3      3      2      （2）

9      1      3      3      2      （5）

85    -      1      -      11    29    24    5      14    -      1（2）
1      1      

34    5      12    8      1      8      （2）
20    2      6      6      2      4      

20    2      7      6      2      2      1

10    2      4      4      

29    -      -      1      3      10    10    1      4      -      （2）
1      1      

28    3      10    10    1      4      （2）
52    -      -      1      5      16    19    3      8      -      （1）
1      1      

31    3      10    10    2      6      （1）
20    2      6      9      1      2      

注３：消防局総務課の消防司令１名は広島県消防学校へ派遣、消防士長１名は広島県防災航空隊へ派遣。

職員の定員・実員推移

年 月 日

　　　階 級 別

　区 分

計

消

防

正

監

消

防

監

消
防
司
令
長

消

防

司

令

消
防
司
令
補

消

防

士

長

消
防
副
士
長

消

防

士

事

務

職

員

再

任

用

消

防

職

員

令和2.4.1 定　員 209

実　員 206 1 2 5 23 62 74 8 30 1

令和3.4.1 定　員 209

実　員 206 1 2 5 25 60 71 10 31 1

令和4.4.1 定　員 209

実　員 204 1 2 5 26 62 70 8 29 1

定　員 209

実　員 205 1 1 6 27 65 66 7 30 1 1

定　員 209

実　員 202 1 2 5 30 67 60 9 26 1 1
令和6.4.1

209

209

209

209

令和5.4.1
209

注１：消防局次長は、総務課長兼務　　注２：（　）は、再任用（短時間）職員

尾
道
西

消
防
署

計

署 長

本 署
因
島
消
防
署

計
署 長

本 署

瀬 戸 田 分 署

予 防 課

通 信 指 令 課

尾
道
消
防
署

計

次 長 兼 署 長

本 署

向 島 分 署

御 調 分 署

北 出 張 所

職 員 配 置 状 況
令和６年４月１日現在

　　　   　　　      階 級 別

  配 置 別

総　　　　　　　数

消
 
 

防
 
 

局

計

消 防 局 長

次 長

総 務 課

警 防 課
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　勤続年数別

階級別

計

５
年
未
満

５年
以上
｜

10年
未満

10年
以上
｜
15年
未満

15年
以上
｜
20年
未満

20年
以上
｜

25年
未満

25年
以上
｜
30年
未満

30
年
以
上

計 202    26    17    21    50    23    5     60    

消 防 正 監 1      1     

消 防 監 2      1     1     

消 防 司 令 長 5      5     

消 防 司 令 30     10    2     18    

消 防 司 令 補 67     3     35    8     3     18    

消 防 士 長 61     1     10    18    15    5     12    

消 防 副 士 長 9      2     2     5     

消 防 士 26     21    5     

事 務 職 員 1      1     

※ 平均勤続年月数　19年3月

職員勤続年数構成比

職員勤続年数状況
令和６年４月１日現在

12.9 

8.4 
10.4 

24.8 

11.4 

2.5 

29.7 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

５年未満 ５～10 10～15 15～20 20～25 25～30 30年以上

（ % ）
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　年齢別

階級別

計

20
歳
未
満

20歳
以上
｜

25歳
未満

25歳
以上
｜
30歳
未満

30歳
以上
｜

35歳
未満

35歳
以上
｜

40歳
未満

40歳
以上
｜
45歳
未満

45歳
以上
｜
50歳
未満

50歳
以上
｜
55歳
未満

55
歳
以
上

計 202  2    14   20   16   39   31   24   39   17   

消 防 正 監 1    1    

消 防 監 2    2    

消防司令長 5    3    2    

消 防 司 令 30   2    11   13   4    

消防司令補 67   1    21   21   10   11   3    

消 防 士 長 61   7    14   18   8    3    7    4    

消防副士長 9    4    4    1    

消 防 士 26   2    14   9    1    

事 務 職 員 1    1    

※ 平均年齢　41.0歳

職員年齢構成比

職員年齢状況
令和６年４月１日現在

1.0 

6.9 

9.9 

7.9 

19.3 

15.3 

11.9 

19.3 

8.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

20歳未満 20～25 25～30 30～35 35～40 40～45 45～50 50～55 55歳以上

（ % ）
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職員研修状況

平成 平成 平成 平成 平成 令和 令和 令和 令和 令和
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 元 2 3 4 5

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

1

1 1

1 1

1

1

1

5 4 6 9 2 10 6 3 3

2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

7 4 4 5 6 1 7 6 3

4 4 4 2 3 3 3 3 3 3

1 4 4 4

1 1 1

1 1 1 1

4 2 2 2 4 3 2 6

5 5 4 4 4 2 4 4 4 4

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 2 2 1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 1 1 1

種　別

危 険 物 課 程

女 性 活 躍 推 進 コ ー ス

初 任 教 育

年度別

警 防 科

救 急 科

予 防 科

救 助 科

専 科 教 育

幹 部 研 修 科

上 級 幹 部 研 修 科

総 合  教 育

幹 部 科

火 災 調 査 課 程

消
防
大
学
校

危 険 物 科

査察業務マネジメントコース

火 災 調 査 科

救
急
救
命
士
養
成
所

指 導 救 命 士 養 成 研 修

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習

広
　
島
　
県
　
消
　
防
　
学
　
校

専 科 教 育
警 防 科

中 級 幹 部 科

消 防 用 設 備 等 課 程

防 火 査 察 課 程

現 場 指 揮 者 養 成 教 育
特  別  教  育

上 級 救 助 隊 員 コ ー ス

幹 部 教 育

救 助 科

救 命 士 養 成

救 急 科

救 急 救 命 士 （ 再 ） 教 育

初 級 幹 部 科

特 殊 災 害 科

- 27 -



31  1    -    -    5    16  9    -    -    -    

-    

1    1    

広 島 県 知 事 4    2    2    

-    

２５年 1    1    

１５年 8    4    4    

全国消防長会会長 3    2    1    

全 国 消 防 長 会
中 国 支 部 支 部 長

12  7    5    

全国消防協会会長 -    

尾 道 市 消 防 局
消 防 局 長

2    1    1    

永年勤続優良消防職員
( 職 務 精 励 ）

尾 道 市 長

令和５年度職員表彰状況

永 年 勤 続 功 労 職 員
（ １ ５ 年 ）

永年勤続優良消防職員

消

防

士

消

防

司

令

永年勤続優良消防職員
( 職 務 精 励 ）

全 国 優 良 消 防 職 員

永年勤続職員

消 防 庁 長 官

　種　　別

計

永 年 勤 続 功 労 章

永 年 勤 続 功 労 者
（ ３ ０ 年 ）

功 労 章

事

務

職

員

計

消

防

正

監

消

防

司

令

補

消

防

士

長

消

防

副

士

長

消

防

司

令

長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　階　級　別

消

防

監
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種丸  別

階 級 別
消

防

正

監

消

防

監

消

防

司

令

長

消

防

司

令

消

防

司

令

補

消

防

士

長

消

防

副

士

長

消

防

士

事

務

職

員

計

実

員
に
対

す

る

比

率

1       2       5       30     67     61     9       26     1       202   

大 型 1       5       22     38     38     6       6       116   57.4%

中 型 7       17     1       16     41     20.3%

中 型 （ ８ ｔ 未 満 ） 1       2       5       30     60     34     4       1       137   67.8%

準 中 型 12     3       3       18     8.9%

準 中 型 （ ５ ｔ 未 満 ） 1       12     5       18     8.9%

普 通 1       1       19     21     10.4%

大 型 特 殊 3       4       1       1       9       4.5%

小 型 特 殊 2       2       1.0%

け ん 引 1       3       4       2.0%

１ 級 1       2       3       6       3.0%

２ 級 1       1       4       11     27     14     2       60     29.7%

救 急 救 命 士 1       3       14     20     15     7       60     29.7%

指 導 救 命 士 1       7       3       11     5.4%

救 急 Ⅰ 課 程 1       1       0.5%

救 急 Ⅱ 課 程 1       1       0.5%

救 急 科 1       1       5       28     66     57     9       14     181   89.6%

応 急 手 当 指 導 員 1       1       5       30     67     61     9       23     197   97.5%

救 助 科 1       3       16     28     27     4       6       85     42.1%

潜 水 士 1       5       23     54     43     7       8       141   69.8%

玉 掛 作 業 免 許 1       1       8       27     25     2       2       66     32.7%

小 型 移 動 式 ク レ ー ン 7       22     21     1       1       52     25.7%

クレーン運転業務特別教育 14     5       19     9.4%
酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素
危 険 作 業 主 任 者 1       2       8       22     12     1       1       47     23.3%

特別救助訓練修了認定書 1       1       5       23     62     61     8       19     180   89.1%

査 察 1       6       34     26     1       68     33.7%

消 防 設 備 1       3       5       1       10     5.0%

危 険 物 1       1       2       1       5       2.5%

乙 種 1       1       12     22     13     3       52     25.7%

丙 種 1       2       1       4       1       1       10     5.0%

甲 種 1       2       3       1.5%

乙 種 1       4       12     5       22     10.9%

第 一 級 陸 上 2       1       4       7       3.5%

第 二 級 陸 上 1       1       10     28     19     2       15     76     37.6%

1       1       1       2       5       10     5.0%

1       1       1       1       1       5       2.5%

1       1       1       12     22     23     2       2       64     31.7%

1       1       2       1.0%

2       7       9       4.5%

※救急関係資格「救急科」は救急標準課程を含む。

令和６年４月１日現在

実 員

自 動 車
運 転 免 許

小型船舶操縦士

救 急 関 係 資 格

危 険 物
取 扱 者

救 助 関 係 資 格

予防技術資格者

衛 生 管 理 者

足 場 組 立 作 業 主 任 者

ガ ス 溶 接 技 能 講 習 修 了 者

ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者

無 人 航 空 機 操 縦 者

職員の特殊技能資格取得状況

消 防 設 備 士

特 殊 無 線 技 士
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